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需給バランス評価・需給変動リスク分析について

平成２８年４月26日

調整力及び需給バランス評価等に関する委員会 事務局

第１回調整力及び需給バランス
評価等に関する委員会 資料５
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• 供給力確保を最終的に担保するセーフティネットの位置づけであり、本制度に過度に依存する形に
ならないようにする。国民負担を伴うため、入札実施は慎重に判断。

• 適切に供給力を確保している小売事業者等にも費用負担が求められるため、その役割は限定的・
一時的であることが望ましい。

• 入札の対象は、新規電源のみならず、既存電源の維持も対象となる。

• 入札実施の決定、費用負担方法の決定、落札者の決定に当たっては、有識者を含めた検討会を設
けて客観性のある議論を行う。

• 広域機関による電源入札は、落札者が電源の建設等を行い、維持・運用を実施することが前提とな
る。また、広域機関は、電源保有者への対価として、入札により決定した金額（円／ｋＷ）を、落札者
に対して定期的に支払う。落札者は、小売電気事業者や送配電事業者に売電することによって得る
収入と、広域機関からの補填額収入を得る。

• 供給計画の取り纏め業務や、年次報告書の中で行う供給信頼度評価業務等を通じて、平常時より、
入札検討開始の必要性の有無についての判断を行う。

• 容量市場の創設は、必ずしも小売全面自由化と同時とすることにこだわらず、引き続き検討を行う。

• 仮に、今後、容量市場を導入する場合には、広域機関による電源入札制度との役割分担を整理す
ることが必要。

電気事業法第２８条の４０ 推進機関は、第２８条の４の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
五 入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者を募集する業務
その他の発電用の電気工作物の設置を促進するための業務を行うこと。

 制度設計ワーキンググループにおける整理（要点）

本機関による電源入札制度の概要

※電気工作物とは・・・「発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他
の工作物（船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。）をいう。 」（同法第２条第１項第１６号）



3本機関による電源入札等に関連する業務

本機関業務規程（要点）

１．供給計画の取りまとめ（業務規程２８条、２９条）
 ２８年度は６月末まで（通常は当該年度の開始前まで）に経済産業大臣へ送付及び公表。

２．電源入札等の検討（業務規程３４条、３５条、３６条）

 有識者を含めた常設の委員会を設置し、毎年度、供給計画の取りまとめに基づく需給バラン
ス評価、及び、必要に応じ、需給変動リスク分析を行う。

 上記の評価・分析により電源入札等の検討を開始する要件に該当すると本機関が認めた場
合、又は一般送配電事業者や国から検討要請を受けた場合は、有識者を含めた委員会にお
いて、電源入札等の実施の必要性の検討を行う。

 本機関は、上記の検討により、電源入札等を実施する必要があると認めたときは、電源入札
等を開始する。

３．稀頻度な大規模電源停止事象に対する評価その他の電力需給のリスク分析（業務規程１８３条）

 東日本大震災の教訓も踏まえ、大規模事故や災害等のシミュレーションを行い、これらの発生
頻度や、発生した場合のインパクトについて評価を実施。（第７回制度設計ＷＧ）



4

落札者決定・公表・契約締結

入札受付～締切

募集要綱の策定（提案募集）及び公表

基本要件の検討（入札委員会）

需給バランス評価等の検討（毎年度・委員会）

発電設備の
新増設

①広域機関による発議
（理事会）

需給バランス評価
（予備力・調整力の確保）

需給変動
リスク分析

入札実施決定

落札候補者の評価（入札委員会）

建設工程の進捗・稼働実績・補填金の支払い状況等について
評議員会に報告

休止又は廃止発電設備
の再起動

既存発電設備
の維持

②一般送配電か
らの検討要請

③国からの
検討要請

入札実施の必要性・入札対象の検討（入札委員会）

入札委員会（仮称）

評議員会・理事会

調整力及び需給バランス評価等に関する委員会

電源入札等のプロセス

 広域機関は、供給計画の取りまとめ等に基づき、有識者を含めた常設の委員会（本委員会）を設置し、毎年度、需
給バランス評価及び需給変動リスク分析を実施する。

 評価・分析等の結果、電源入札等の検討開始の要件を満たす場合は、有識者を含めた委員会（仮称；入札委員会）
で電源入札等の検討を開始する。

 電源入札等を実施する必要性があると認めた場合は、評議員会の審議を経て、電源入札等の実施を決定する。

入札等の対象
・発電設備の新増設⇒主に中長期の供給力確保
・既存発電設備の維持⇒休廃止による需給逼迫、リスク対策
・休止又は廃止電源の再起動⇒主に短期の供給力確保

供給計画取りまとめ

※本機関による発議のほか、一般送配電事業者や国からの
要請を受けて、検討を開始する場合もある。

＜各委員会等の役割＞

本委員会への諮問事項；
電源入札等の検討開始の必要性を判断するための需給バ
ランス評価及び需給変動リスク分析に係る検討



5（参考）安定供給の観点での供給力構成の考察

一般送配電の
調整力

（託送料金査定では６％）

ベース・ミドル
供給力

※再エネ含む

リスク管理としての
発電設備維持等

偶発的需給変動対応
（従来はLOLP分析により７％）

一般送配電事業者が
公募等により確保

（周波数維持義務を担う）

小売電気事業者が調達
（供給力確保義務を担う）

■安定供給の観点での考察

・小売電気事業者はスポット・時間前市場で
の調達も可。また、インバランス補給に依存
する可能性もあり。

・自然変動電源大量連系により火力稼働率が
低下していく可能性あり。

⇒発電事業者は売電収入による投資回収や
維持費回収が期待できず（ミッシングマネー
問題）、新規電源開発や低稼働電源維持のイ
ンセンティブが低下する可能性あり。

年間８７６０時間×N年

ＫＷ

最大
需要
想定

需要デュレーション

供給力構成
■安定供給の観点での考察

過去の稀頻度事象を鑑みると、適正な予備力
８～１０％では対応できず、休止電源の再稼働、
老朽火力（石油系火力等）の高稼働運用で安
定供給が維持できた場合もある。

ピーク対応
供給力

高稼働（採算性高）

持続的需要変動対応
（従来は１～３％）

需要上振れ
リスク

供給力減少
リスク

平常時停止又は低稼働
（採算性低）

稀頻度リスクへの対応
⇒様々な観点から議論が必要



6２８年度供給計画取りまとめ・需給バランス評価等のスケジュール

事業者ヒア
リング

4/27

小売電
気事業
者提出

5/30

一般送配
電事業者
提出

発電事業者はライ
センス登録後、遅
滞なく提出

３月 ４月 ５月 ６月 ７月

・全国及び各供給区域の需給バラ
ンス取り纏め

・主要な小売電気事業者の需給バ
ランス評価（未調達分の把握）
・連系線利用計画の把握

供計
提出

スケ
ジュール

入札検討
に資する
評価・分
析のスケ
ジュール

～１２月

※大臣送付（６月末目途）の供給計画
取りまとめの対象

・発電事業者の計
画把握

・第２年度以降の
需給バランス評
価・需給変動リス
ク分析

 第１年度は、供給計画取りまとめ結果と会員への聴取に基づく月別Ｈ３需要及び猛暑Ｈ１※に対する全国並びに
供給区域毎の需給バランスを評価する。

 第２年度以降は、需給バランス評価及び需給変動リスク分析の方法も含めて、今後検討していく。

取りまとめ・大
臣送付・公表

取りまとめ・大臣
送付（未定）

委
員
会
審
議

委
員
会
審
議

 ２８年度の電源入札に資する需給バランス評価等のスケジュールは、供給計画取りまとめスケ
ジュールや評価・分析に要する期間及び対策が必要な場合のリードタイムを考慮し、６月末目途に
第１年度、年内を目途に第２年度～第１０年度の需給バランス評価及び需給変動リスク分析を行う
予定。

第１年度の
需給バランス
評価

※第１年度猛暑Ｈ１に対する供給区域毎の需給バランスの算定に当たっては、各一般送配電事業者からヒ
アリングを行う。



7需給バランス評価・需給変動リスク分析の概要

※表の内容はいずれも決定事項ではない

評価ケース 内容 評価基準

需給バランス評価
全国及び供給区域毎の需要に対する供給力の確保状況に関す
る評価。供給計画取りまとめに基づく需給バランスに対して、適正
な予備力、調整力が確保できているかという観点で評価。

本委員会で検討

（前頁のスケ
ジュールで実施）

需給
変動

リス
ク分
析

Ａ．高需要リスク
経済動向等による需要レベルを複数ケースでシナリオ評価。また、
稀な高需要日が発生又は連続した場合の需給バランスへの影響
を評価。

Ｂ．供給力減少

リスク※１

適正な予備力・調整力の指標には考慮されていないリスク事象
（複数電源の長期停止等）や事業類型の変更による供給力確保
の不確実性を評価。

リス
ク管
理

Ｃ．稀頻度リスク

分析※２
東日本大震災の教訓も踏まえ、大規模事故や災害等のシミュ
レーションを行い、これらの発生頻度や、発生した場合のインパク
トについて評価を実施。（第７回制度設計WGにおける整理）

リスク分析手法も
含めて今後検討

＜評価・分析内容（例）＞

※１：供給計画で補足できない事業者の新規開発電源等の把握も論点

※１，２：需給変動リスク分析は、前頁スケジュールのとおり、年末までに完了し、入札検討開始の判断要素とする。
稀頻度リスク分析は、これとは別に、リスク事象の設定や分析手法等の検討を進めていく。

 需給バランス評価や需給変動リスク分析の方法等については、今後、本委員会で検討を行ってい
くが、以下の例が考えられる。

 今後、どのような場合に電源入札等を実施するのか、例えば稀頻度リスクへの対策として電源入
札等を実施するのか等、電源入札等の位置付けについては、様々な観点から議論が必要。



8（参考） 電源入札等の必要性の検討における考慮事項

送配電等業務指針
（電源入札等の必要性の検討及び評価の際の考慮事項）
第１７条 電源入札等の必要性の検討の際の考慮事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 全国及び供給区域ごとの需給検証
二 会員の供給力等の確保状況
ア 小売電気事業者（特定送配電事業者を含み、全国又は供給区域の需給バランス評価への影響が大きい
事業者に限る。以下本項で同じ。）の供給力の確保状況
イ 発電事業者（全国又は供給区域の需給バランス評価への影響が大きい事業者に限る。）の発電用電気
工作物の運転実績及び運転計画
ウ 一般送配電事業者の調整力の確保状況
三 小売電気事業者の需要実績及び需要想定
四 危機管理上の需給変動リスク分析
ア 自然災害、社会情勢の変化その他特別な事情による大規模な電源計画外停止リスク又は燃料調達リス
ク
イ その他全国又は特定の供給区域の需給バランスに影響を与える事項

 本委員会の評価・検討を踏まえて、広域機関において電源入札等の検討の開始を決定したときは、
本委員会とは別の委員会において、送配電等業務指針第１７条に定める事項（需給状況等）を考
慮の上、電源入札等の実施の必要性の検討を行う。

 このとき、調整力等に関する委員会において事務局より提示した、長期断面からのマージンの利
用の仕組みが需給の見通しの改善に資すると考えられる場合は、その具体化について速やかに
検討を行う。



9（参考） 複数エリアで供給力が不足する場合の長期断面からのマージンの利用

第８回調整力等に関する委員会資料２

※ 上記資料では、マージンの「利用」という用語を使用しているが、現状ルールにおける「マージン利用」ではなく、
一般的な用語として使用している。
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※電力基本政策小委員会（第５回）資料４（広域機関提出資料）より

（参考） 欧州における供給力確保の運用実態



11（参考） 容量メカニズムに関する各国の動き

※電力基本政策小委員会（第５回）資料６より



12（参考） 英国の容量市場のオークション結果

※電力基本政策小委員会（第５回）資料６より


